
No. 事 業 者 名
事 業 者
所 在 地

営業所名
営 業 所
所 在 地

処 分
年 月 日

処 分 の
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当該違
反点数

北海道
運輸局
管内累
積点数

1

エア・ウォーター物流
株式会社（法人番号６
４３０００１００９４
７０）　代表者佐藤能
衞

北海道札幌市中央区北３条西１丁目２番地 江別営業所 北海道江別市工栄町１９番地７，８，９ R6.10.2 輸送施設の使用停止（２０日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条の３

令和６年４月１１日、車輪脱落事故を端緒として
監査を実施。１件の違反が認められた。（１）ホ
イールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に
起因する車輪脱落事故を発生させたこと（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条の３）

2 2

2

株式会社悠和（法人番
号１４３０００１０８
０４１９）　代表者村
上和央

北海道石狩市花川南１０条２丁目１２４番
地

本社営業所
北海道石狩市花川南１０条２丁目１２４番
地

R6.10.2
輸送施設の使用停止（２０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条の４　他５件

令和６年５月１７日、第一当事者と推定される死
亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）整備管理者に対する権限付与義務違反（安
全規則第３条の４）、（３）整備管理者の研修受
講義務違反（安全規則第３条の４）、（４）乗務
等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、
（５）運行記録計による記録義務違反（安全規則
第９条）、（６）特定運転者に対する適性診断受
診義務違反（安全規則第１０条第２項）

2 2

3

青木鉱業株式会社（法
人番号３４３０００１
００００６０）　代表
者青木伸

北海道札幌市北区北１０条西２丁目１３番
地２

本社営業所
北海道札幌市南区南沢２条３丁目２１ー１
０

R6.10.2 輸送施設の使用停止（１０日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項

令和６年７月２日、その他事故、法令違反、事
件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の
遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第３条第４項）

1 1

4

株式会社札幌ヴァリア
ス（法人番号７４３０
００１０４０１７７）
代表者小山猛

北海道札幌市清田区里塚３条６丁目３番５
号

本社営業所
北海道札幌市清田区里塚三条６丁目３番５
号

R6.10.2 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第１０条第１項

令和６年７月４日、公安委員会からの通知等を端
緒として監査を実施。１件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督の記録保存義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
１項）

0 0

5

田島興業株式会社（法
人番号９４４０００１
００４５７５）　代表
者水島伸一

北海道北斗市久根別１丁目１４番２０号 本社営業所 北海道北斗市久根別１丁目１４番２０号 R6.10.2
輸送施設の使用停止（５０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他５
件

令和６年５月１６日、関係機関からの情報を端緒
として監査を実施。６件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）定期点検整備の実施義務
違反（安全規則第３条の２）、（３）点呼の実施
義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、第３
項）、（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則
第７条第５項）、（５）運行指示書の作成、指示
又は携行義務違反（安全規則第９条の３第１項か
ら３項）、（６）運転者に対する指導監督義務違
反（安全規則第１０条第１項）

5 5

6

株式会社サンテック
（法人番号５４５００
０１００１３６０）
代表者小谷守

北海道旭川市字近文７線南１号５７６８番
地１

本社営業所
北海道旭川市字近文７線南１号５７６８番
１

R6.10.2 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他１
件

令和６年６月１９日及び令和６年７月１１日、そ
の他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒
として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）定期点検整備の実施義務
違反（安全規則第３条の２）

0 0

貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和6年10月)

10月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧



No. 事 業 者 名
事 業 者
所 在 地

営業所名
営 業 所
所 在 地

処 分
年 月 日

処 分 の
内 容

主 な
違 反 の 条 項

監 査 実 施 の 端 緒 及 び 違 反 行 為 の 概 要
当該違
反点数

北海道
運輸局
管内累
積点数

貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和6年10月)

10月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

7

株式会社幸成建設（法
人番号７４３０００１
０５５７７８）　代表
者矢野晴幸

北海道沙流郡日高町栄町東１丁目３０７番
地６

本社営業所
北海道沙流郡日高町栄町東１丁目３０７番
地６

R6.10.2
輸送施設の使用停止（１１０日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条の２　他１１
件

令和５年６月２日、その他事故、法令違反、事
件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１2件
の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義
務違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物
自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）
第２条第１項第４号）、（２）無車検運行（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第３条の２）、（３）疾病・疲労等のおそ
れのある乗務（安全規則第３条第６項）、（４）
乗務時間等の基準の遵守義務違反（安全規則第３
条第４項）、（５）点検整備記録簿等の記載義務
違反（安全規則第３条の２）、（６）点呼の実施
義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、第３
項）、（７）点呼の記録義務違反（安全規則第７
条第５項）、（８）乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第８条）、（９）運行記録計による記
録義務違反（安全規則第９条）、（１０）運転者
台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第
１項）、（１１）運転者に対する指導監督義務違
反（安全規則第１０条第１項）、（１２）特定運
転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第１
０条第２項）

11 11

8

株式会社ショウエイロ
ジックス（法人番号９
４３０００１０５５０
２５）　代表者西田五
十二

北海道苫小牧市一本松町１３番地１ 本社営業所 北海道苫小牧市一本松町１３番地１ R6.10.2
輸送施設の使用停止（１５日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他5件

令和５年７月５日及び令和５年７月２６日、公安
委員会からの通知等をを端緒として監査を実施。6
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準
の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）
定期点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の
２）、（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７
条第５項）、（４）事故の記録義務違反（安全規
則第９条の２）、（５）運転者台帳の記載事項義
務違反（安全規則第９条の５第１項）、（６）運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０
条第１項）

2 2

9

株式会社横山運輸（法
人番号５４３０００１
０５５４００）　代表
者横山康幸

北海道新冠郡新冠町字節婦町２８３番地
苫小牧営業
所

北海道苫小牧市字沼の端２１－６ R6.10.2
輸送施設の使用停止（１０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業法施行
規則第２条第１項第３号
他１件

令和５年１０月１７日及び令和５年１１月８日、
公安委員会からの通知等を端緒として監査を実
施。２件の違反が認められた。（１）事業計画変
更認可義務違反［各営業所に配置する事業用自動
車の種別ごとの数］（貨物自動車運送事業法施行
規則第２条第１項第３号）、（２）点呼の実施不
適切（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第
１項、第２項、第３項）

1 1
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和6年10月)

10月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

10

株式会社目黒商運（法
人番号２４３０００１
０６４０１６）　代表
者目黒正人

北海道苫小牧市字勇払５０番地の１４ 本社営業所 北海道苫小牧市字勇払５０番地の１４ R6.10.2
輸送施設の使用停止（３０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他４
件

令和６年６月１１日、公安委員会からの通知等を
端緒として監査を実施。５件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第３条第４項）、（２）疾病・疲労等のお
それのある乗務（安全規則第３条第６項）、
（３）点検整備記録簿等の記載義務違反（安全規
則第３条の２）、（４）点呼の実施不適切（安全
規則第７条第１項、第２項、第３項）、（５）点
呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）

3 13

11

山路工業有限会社（法
人番号５４６０１０２
００３６２７）　代表
者山路小夜子

北海道帯広市西１６条南５丁目４番８号 本社営業所 北海道帯広市西１６条南５丁目４番8号 R6.10.2
輸送施設の使用停止（１６０日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他８
件

令和６年６月４日、関係機関からの情報を端緒と
して監査を実施。９件の違反が認められた。
（１）疾病・疲労等のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第６項）、（２）整備管理者に対する権限
付与義務違反（安全規則第３条の２）、（３）定
期点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の
２）、（４）点呼の記録義務違反（安全規則第７
条第５項）、（５）運行記録計による記録義務違
反（安全規則第９条）、（６）運転者台帳の作成
義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）
運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１
０条第１項）、（８）特定運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、
（９）運行管理規程の制定義務違反（安全規則第
２１条第１項）

16 16

12

株式会社吉田運送（法
人番号６４６０３０２
００１６３６）　代表
者吉田貴史

北海道北見市並木町５５４番地１ 本社営業所 北海道北見市並木町５５４番地１ R6.10.8 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第９条の５第１項

令和６年９月４日及び令和６年９月９日、その他
事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒とし
て監査を実施。１件の違反が認められた。（１）
運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第９条の５第１項）

0 0

13

株式会社ディープト
ラック（法人番号９４
６０００１００４６５
６）　代表者出口将人

北海道厚岸郡浜中町浜中桜北１１４番地 本社営業所 北海道厚岸郡浜中町浜中桜北１１４番地 R6.10.15 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第１０条第１項　他
１件

令和６年８月２９日、関係機関からの情報を端緒
として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督の記録事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
１項）、（２）報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第６０条第１項）

0 0

14

ホッコウ物流株式会社
（法人番号３４３００
０１０２９４８８）
代表者井川智章

北海道札幌市白石区流通センター５丁目２
番１３号

札幌広域営
業所

北海道札幌市白石区流通センター５丁目２
番８７号

R6.10.28
輸送施設の使用停止（４０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他３
件

令和５年１２月１４日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。４
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準
の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）
点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５
項）、（３）事故の記録義務違反（安全規則第９
条の２）、（４）事故の届出義務違反（貨物自動
車運送事業法第２４条）

4 7
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和6年10月)

10月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

15

札幌港屋有限会社（法
人番号７４４０００２
００１４０９）　代表
者鶴嶋大介

北海道石狩市新港西１丁目７０２番地２１ 本社営業所 北海道石狩市新港西１丁目７０２番地２１ R6.10.28
輸送施設の使用停止（１３０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条　他２件

令和６年５月２２日及び令和６年７月８日、労働
局からの通報等を端緒として監査を実施。３件の
違反が認められた。（１）整備管理者に対する権
限付与義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条の２）、（２）乗
務等の記録の改ざん・不実記載（安全規則第８
条）、（３）運行記録計による記録の改ざん・不
実記載（安全規則第９条）

13 13
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株式会社ウッドベル
（法人番号９４３００
０１０３８１３７）
代表者鈴木広之

北海道北広島市大曲末広２丁目１２番地１
５

千歳営業所 北海道千歳市上長都３－３ R6.10.28
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他５
件

令和６年６月１２日及び令和６年７月１日、その
他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒と
して監査を実施。６件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）定期点検整備の実施義務
違反（安全規則第３条の２）、（３）点呼の記録
義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）乗務
等の記録義務違反（安全規則第８条）、（５）運
行記録計による記録義務違反（安全規則第９
条）、（６）事故の記録事項義務違反（安全規則
第９条の２）

6 6
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株式会社七美（法人番
号６４３０００１０５
８３０３）　代表者七
海和彦

北海道札幌市手稲区前田１０条１１丁目１
番７号新川ビル２０５号

本社営業所
北海道札幌市手稲区前田１０条１１丁目１
番７号新川ビル２０５号

R6.10.28
輸送施設の使用停止（４０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他８
件

令和６年６月１８日及び令和６年７月５日、関係
機関からの情報を端緒として監査を実施。９件の
違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵
守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）乗
務時間等の基準なお書きの遵守義務違反（一運行
の勤務時間）（安全規則第３条第４項）、（３）
疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３
条第６項）、（４）定期点検整備の実施義務違反
（安全規則第３条の２）、（５）点呼の記録義務
違反（安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の
記録事項義務違反（安全規則第８条）、（７）運
行記録計による記録義務違反（安全規則第９
条）、（８）事故の記録義務違反（安全規則第９
条の２）、（９）運行指示書の作成、指示又は携
行義務違反（安全規則第９条の３第１項から３
項）

4 4

18

妹背牛運輸有限会社
（法人番号５４５００
０２００７６９５）
代表者村上正和

北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛３６６番地
の６

本社営業所
北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛３６６番地
の６

R6.10.28 輸送施設の使用停止（２０日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条の３

令和６年６月１８日、その他事故、法令違反、事
件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）ホイールボルトの折
損、ホイールナットの脱落等に起因する車輪脱落
事故を発生させたこと（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第３条の３）

2 2

19

北海産商株式会社（法
人番号２４３０００１
０５３７８６）　代表
者菅原曻

北海道苫小牧市字沼ノ端２番地６７ 本社営業所 北海道苫小牧市字沼ノ端２番地６７ R6.10.28
輸送施設の使用停止（２０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条の３　他２件

令和６年５月２３日及び令和６年７月２４日、車
輪脱落事故を端緒として監査を実施。３件の違反
が認められた。（１）ホイールボルトの折損、ホ
イールナットの脱落等に起因する車輪脱落事故を
発生させたこと（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条の３）、（２）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第７条第５項）、（３）運行指示書の
作成、指示又は携行義務違反（安全規則第９条の
３第１項から３項）

2 2
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和6年10月)

10月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧
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株式会社タイコウ通商
（法人番号１４６００
０１００５１９９）
代表者中村裕二

北海道釧路市仲浜町３番９号 本社営業所 北海道釧路市仲浜町３番９号 R6.10.28
輸送施設の使用停止（３０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他１
０件

令和６年１月１６日及び令和６年３月１３日、公
安委員会からの通知等を端緒として監査を実施。
１１件の違反が認められた。（１）乗務時間等の
基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）乗務時間等の基準なお書きの遵守義務違反
（一運行の勤務時間）（安全規則第３条第４
項）、（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務
（安全規則第３条第６項）、（４）点呼の記録事
項義務違反（安全規則第７条第５項）、（５）乗
務等の記録義務違反（安全規則第８条）、（６）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第９
条）、（７）事故の記録事項義務違反（安全規則
第９条の２）、（８）運転者台帳の作成義務違反
（安全規則第９条の５第１項）、（９）運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（１０）特定運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１１）
運行管理者の選任（解任）届出義務違反（安全規
則第１９条）

3 3

21

ホッコウ物流株式会社
（法人番号３４３００
０１０２９４８８）
代表者井川智章

北海道札幌市白石区流通センター５丁目２
番１３号

帯広営業所
北海道河西郡芽室町東芽室北一線１６番地
２７

R6.10.28 輸送施設の使用停止（３０日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条の３　他１件

令和６年４月２６日、車輪脱落事故を端緒として
監査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗
務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）ホイールボルトの折損、ホイール
ナットの脱落等に起因する車輪脱落事故を発生さ
せたこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３
条の３）

3 7
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株式会社北きつね牧場
（法人番号９４６０３
０１０００９４１）
代表者堀川拓也

北海道北見市留辺蘂町松山８番地２ 北見営業所 北海道北見市東相内町９９１番地１２ R6.10.28 輸送施設の使用停止（２０日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条の３

令和６年６月６日、車輪脱落事故を端緒として監
査を実施。１件の違反が認められた。（１）ホ
イールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に
起因する車輪脱落事故を発生させたこと（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条の３）

2 2

以下余白


